
令和８年度相良村地域おこし協力隊募集支援業務委託公募型プロポーザル実施要項 

地域おこし協力隊募集支援委託業務の実施に当たり受託者を選定するため、次のとおり公

募型プロポーザルを実施する。 

１ 目的 

この要項は、地域おこし協力隊員を募集するに当たり、採用後のミッション内容のミス

マッチを無くす募集要項の作成支援、より良い人材確保のための効果的な広報戦略や PR活

動の支援及びこれらに付随する業務の支援を委託するため、その委託業者を公募型プロポ

ーザル方式（以下「プロポーザル」という。）により選定するために必要な事項を定めるも

のである。 

 

２ 業務概要 

(1) 委 託 番 号：相企商委第１号 

(2) 委 託 名：令和８年度相良村地域おこし協力隊募集支援業務委託 

(3) 業 務 内 容：別紙仕様書のとおり 

(4) 履 行 場 所：熊本県球磨郡相良村全域 

(5) 履 行 期 間：契約締結の日から令和９年３月３１日 

(6) 提案上限額：3,465千円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３ 発注者 

  相良村長 吉松 啓一 

〒868-8501 熊本県球磨郡相良村大字深水 2500番地 1 

相良村役場 企画商工課 企画情報係 

     TEL：0966-35-1036／FAX：0966-35-0011 

     電子メール：kikaku@vill.sagara.lg.jp 

 

４ 応募資格 

  次の全ての要件を満たす法人又は法人以外の団体であって、委託業務を的確に遂行する

に足りる能力を有する者であることを条件とする。 

(1)  地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の４の規定に該当しない者 

(2)  国税及び地方税を滞納していない者であること。 

(3)  会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づく更生手続き開始の申立て、民事再生   

法(平成 11年法律第 225号)に基づく再生手続開始の申立て、又は破産法(平成 16年 

法律第 75号)に基づく破産手続開始の申立てを行っていない又は申立てがなされてい

ない者及びこれらの手続中でない者 

(4)  本村の指名停止期間中でない者及び指名停止の措置要件に該当しない者 

(5)  暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77号) 

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員（同条第６号

に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)に該当すると認められる者又は暴力団及び

暴力団員と密接な関係を有する者と認められる者でないこと。 

(6)  本プロポーザルに参加しようとする者の役員が、本プロポーザルに参加しようとす   



る他の法人の役員を現に兼ねていないこと。 

(7)  本業務において、十分な業務遂行能力を有し、常に連絡調整ができるように、体制   

を整えておける者であること及び本村の指示に柔軟に対応できること。また、過去に本

事業と類似の事業を受託した、又は事業者自身が類似の事業を実施した実績があるこ

と。 

 

５ 全体のスケジュール 

 

 項  目 期日、期間等 

１ 
公告 

（関係書類の交付） 

令和８年４月７日（火）～ 

令和８年４月２７日（月）午後５時まで 

２ 質疑受付期限 令和８年４月１７日（金）午後３時まで 

３ 質問に対する回答 令和８年４月２０日（月） 

４ 「応募意思表明書」提出期限 令和８年４月２０日（月）午後５時まで 

５ 「技術提案書」提出期限 令和８年４月２７日（月）午後５時まで 

６ 一次審査・結果通知 令和８年４月３０日（木） 

７ 
二次審査 

（プレゼンテーション審査） 
令和８年５月１２日（火） 

８ 二次審査結果通知 令和８年５月１８日（月） 

９ 委託先決定・契約・事業開始 令和８年５月１９日（火）以降 

 

 

６ 委託先の選定等 

  本プロポーザルにおける技術提案書の選定は、相良村地域おこし協力隊募集支援業務委託

プロポーザル選定委員会（以下「選定委員会」という。）が行う。 

(1)  選定委員会の委員は、本村職員で構成する。 

(2)  応募者は、本要項に基づき応募の意思を表明するものとする。 

(3)  一次審査では、応募者より提出された「技術確認資料」「技術提案書」により応募

要件の適否等について審査を実施する。また、二次審査に進める者は、選定委員会委

員の合計点の平均が、上位５者までの者かつ 60点以上の者とする。 

(4)   二次審査（プレゼンテーション審査）については、最も優れた提案を行った者（以

下「受託候補者」という。）を決定する。ただし、最高得点者が複数ある場合は、選

定委員会の議決により受託候補者を決定する。 

(5)  その他 

① 記載事項は、提出時点とする。 

② 技術提案書については、提出後の加筆修正は認めないものとする。 

③ 審査結果については、審査後書面により通知する。 

 

 

７ 関係書類の交付 

(1)  公告（交付）期間 

   令和８年４月７日（火）～令和８年４月２７日（月）午後５時まで 

(2)  交付方法 

①  原則、相良村のホームページからダウンロードすること。ただし、事前に発注担

当に確認のうえ、書面により交付することもできる。 

②  書面による交付の場合の対応は、公告（交付）期間内の土・日・祝日を除き、午



前９時から午後５時までとする。 

 

８ 応募意思表明の手続き 

  応募者は、「プロポーザル応募意思表明書在中」と表記した封筒に、次の該当する書類を

同封し期限までに発注担当へ提出すること。また、提出は持参又は郵送とし、郵送の場合は

簡易書留郵便で期限内必着とする。 

(1)  プロポーザル応募意思表明書（様式第１号） 

(2)  技術確認資料（様式第２号） 

  ① 会社の概要及び経営状況（様式第３号） 

   ② 会社の経営状況に係る添付書類 

   ア 登記事項証明 

      法務局発行の「履歴事項全部証明書」又は「現在事項全部証明書」 

    イ 未納がない証明（国税及び地方税） 

    ウ 財務諸表（過去３年分の貸借対照表及び損益計算書） 

    エ 委任状（様式第４号） 

※証明書の発行日は、提出日から起算して３ヶ月以内のものとする。 

※ア～ウについてはコピー可。 

※支店・営業所にて応募する場合、本店及び支店・営業所ともに証明書を提出す 

ること。 

(3)  会社の過去３年間の同種又は類似業務の実績（様式第５号） 

※実績は、参加表明書提出日までに履行完了したものとする。 

※同種業務及び類似業務の実績を証する書類（契約書の写し及び業務概要のわか 

るもの） 

(4)  提出方法 

     提出は、持参又は郵送とし、持参の場合は、土・日・祝日を除き、午前９時から午

後５時までとする。郵送の場合は、簡易書留郵便で期限内必着とする。 

(5)  提出部数 

    書面５部（正本１部、副本４部）及び電子データ（PDFファイル） 

 

９ 質疑応答 

  募集要項及び仕様書関係の質疑応答については、次のとおりとする。 

(1)  質問の受付 

① 提出様式：質疑書（様式第６号） 

② 提出期限：令和８年４月１７日（金）午後３時まで 

③ 提 出 先：相良村企画商工課 企画情報係 

④ 提出方法： 

     ・電子メール：kikaku@vill.sagara.lg.jp 

     ・FAX：0966-35-0011 

     ※送信時の件名は「プロポーザル質疑」とすること。 

     ※送信後に電話にて、着信を確認すること。 

(2)  質問への回答 

    提出された質問に対する回答については、相良村のホームページにおいて質問者を特

定できないようにし、令和８年４月２０日（月）午後５時までに随時公開する。 

 

10 技術提案書の提出 

  以下の書類を提出すること。 

(1)  技術提案書（様式第７号） 

   様式第７号を表紙とし、次事項を記載した書類とする。提出書類は、Ａ４版縦、横書



き、左綴じ、各頁に通し番号を付し、文字サイズは 11ポイント以上とすること。また、

任意様式も可とし、任意様式の場合は次事項について記入漏れがないよう明記するこ

と。用紙の規格については、提案上必要であればＡ３版横長も可とする。技術提案書の

頁数については、25頁以内とする。 

  ① 業務履行における担当予定者の配置状況（様式第８号） 

   ② 業務履行に係る成果品及び関係資料の秘密保守体制（様式第９号） 

   ③ 当該事業に対する基本的な進め方（実施方針）（様式第 10号） 

   ④ 業務遂行のフロー図（様式第 11号） 

   ⑤ 工程計画表（様式第 12号） 

   ⑥ 見積書（様式第 13号）※積算根拠を示した内訳書を添付すること。 

   ⑦ 技術提案内容 

(2)  提出期限 

    令和８年４月２７日（月）午後５時まで 

(3)  提出方法 

    提出は、持参又は郵送とし、持参の場合は、土・日・祝日を除き、午前９時から午後

５時までとする。郵送の場合は、簡易書留郵便で期限内必着とする。 

(4)  提出部数 

    書面５部（正本１部、副本４部）及び電子データ（PDFファイル） 

 

11 一次審査 

(1)  実施日時 

   令和８年４月２８日（火）～令和８年４月３０日（木） 

(2)  実施場所 

   相良村役場内 

(3)  一次審査の選定基準 

評価項目 技術提案書等 
関係 

様式 

基準 

点数 
選定基準 

業務処理能力等 

（35点） 

同種又は類似業務

の実績 
様式 5 10 

・経営状況 

・過去の実績におい本村が参考と

すべき事業を実施しているか 

業務遂行に係る成

果品及び関係資料

の秘密保守 

様式 9 5 ・秘密保守体制は適正か 

当該業務に対する

理解度及び取組姿

勢 

様式 10 10 
・本村の現状や課題を踏まえた実

施方針は的確か 

業務遂行における

計画性 

様式

11・12 
10 

・本業務のための作業スケジュー

ルやフローが明確で無理なく実

現性があり、円滑に確実な遂行

ができ、具体的な提案内容か 

・受注者と発注者の役割分担は明

確か 

 

予定技術者の

履行能力 

（5点） 

担当予定者の配置

状況 
様式 8 5 

・本業務の実施にあたり、十分な経

験、有効な資格、また同種業務実

績を有している者を配置するな

ど適正な人員体制か 



技術提案内容 

（50点） 

基本的な考え方の

理解度 
 20 

・本業務における背景、目的などへ

の理解度が高く、検討課題への対

応が的確にまとめられているか 

・敷地条件や法規規制等を踏まえ

た土地利用や施設等の配置計画

に関する提案は前提条件を踏ま

え、妥当性、実現性があるか 

実現性等  15 

・持続可能な実現性のある提案内

であるか 

・事業効果の見える化を図ること

ができる手段の提案か 

創意工夫  15 

・本仕様書の内容を上回る（付加価

値を高める）追加提案や創意工夫

があるか 

当該業務に係る経費 様式 13 10 

・基準点数×（最低見積額／自社の

見積額） 

※小数点以下切り捨て 

合  計 100  

 

12 二次審査 

  一次審査で選定された者は、「技術提案書（様式第７号）」を基にプレゼンテーションを実

施し、ヒアリングを受けるものとする。 

  なお、プレゼンテーションでの技術提案書以外の資料提出は認めない。 

(1)  実施日時 

   令和８年５月１２日（火） 

     ※日時等の詳細については、一次審査結果通知と併せて通知する。 

(2)  実施場所 

   相良村役場 

    ※会議室等の詳細については、別途通知する。 

(3)  実施時間 

    １者につき 30分以内（プレゼンテーション 20分、ヒアリング 10分） 

(4)  プレゼンテーションの順番 

    技術提案書の提出順とする。 

(5)  説明者 

    プレゼンテーションは、業務に携わる担当予定者が説明することとする。また、二次

審査会場への入室者は３名以内とする。 

(6)  二次審査の選定基準 

審査項目 審査の内容 基準点数 

一次審査結果 一次審査の結果の 2分の 1の点数 ※ 50 

プレゼンテーシ

ョン 

取組意欲（熱意や取組意欲が感じられるか） 10 

説得力（分かりやすく、論理的な説明であったか） 10 

専門技術力（説明内容が技術提案書を補完し、専門技

術が認められる説明がなされたか） 
10 

総合判断 20 

合  計 100 



  ※（例）一次審査の点数が 80 点／100 点である場合、二次審査における一次審査結果の

点数は、40点となる。 

(7)  結果の通知及び公表 

    二次審査結果については、二次審査参加者すべてに書面にて通知する。また、受託候

補者の商号、代表者名、得点等を村ホームページにて公表する。 

(8)  その他 

    プレゼンテーション用モニター若しくはプロジェクター等は村で準備する。また、パ

ソコン等のデバイスは各提案者で準備すること。接続端子は HDMI形式とする。 

 

13 応募者が１者のみの選定 

  応募者が１者のみの場合においても一次及び二次審査を行う。ただし、二次審査の点数が

65点以上であった場合は、その応募者を最優秀者とする。 

 

14 失格事項 

  次のいずれかに該当する場合は失格とする。また、一次及び二次審査後に判明した場合も

同様とする。 

(1)  提出期限経過後に書類の提出があった場合 

(2)  提出書類に不備及び虚偽の記載があった場合 

(3)  選考委員会委員に対して、直接及び間接を問わず故意に接触を求めた場合 

(4)  公正を欠いた行為があったとして選定委員会が認定した場合 

(5)  その他、本応募要項に違反すると認められた場合 

 

15 選定理由の説明 

(1)  選定されなかった者は、選定されなかった理由について、書面にて説明を求めるこ

とができる。（書面：任意様式、Ａ４版） 

(2)  説明を求めることができる期間及び回答する期間については、審査結果通知書で明

らかにする。 

 

16 契約 

(1)  村と受託候補者は、契約内容等について協議を行い、契約を締結する。 

(2)  契約内容等に関する協議が成立しないとき、又は契約の締結までに受託候補者が応

募資格を失ったときは、村は審査結果の次点の者と順次協議を行うことができる。 

 

17 留意事項 

(1)  本プロポーザルに係る一切の費用は、応募者の負担とする。 

(2)  提出された書類等は返却しない。 

(3)  １応募者あたりの提案は、１件までとする。 

(4)   提出された書類については、差し替え、修正、加筆等は認めない。ただし、村から

要請された事項については、この限りでない。 

(5)  提出された提案書等は、必要な範囲において複製することがある。 

(6)  応募意思表明書の提出後であっても辞退を受け付けるものとする。 

    なお、辞退を申し出る場合は、令和８年４月２８日（火）午後５時までに応募辞退

届（様式第 14号）を郵送又は持参により提出すること。郵送の場合は、簡易書留郵便

で期限内必着とする。 

(7)  審査は非公開とする。 

(8)  応募者は、審査及び選定結果に対する異議申し立てることはできない。 

(9) 本プロポーザルによる受託候補者との契約締結後の詳細な工程等については、提

案も踏まえ別途協議する。 


